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 計画策定の背景 

令和元年（2019 年）に発生した新型コロナへの対応を踏まえ、国民の

生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びま

ん延に備えるため、令和 4 年（2022 年）12 月に改正された感染症法に

より、都道府県においては既存の予防計画の改定、本市含めた保健所設

置市区においては新規に予防計画の策定が義務付けられた。 

 計画の法的な位置づけ 

本計画は、国の定める基本指針及び管轄都道府県の定める予防計画

に則する必要がある。また、保健所の業務計画である健康危機対処計画

や特措法に基づく新型インフルエンザ等対策行動計画との整合性の確保

を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画の見直し 

本計画は、令和６年度（2024 年度）から令和 11 年度（2029 年度）

の６年間を計画期間とする。ただし、国の基本指針や東京都感染症予

防計画の変更があったときは、本計画も見直しを行い、必要に応じて

変更を行うこととする。 

 策定体制 

以下の図の体制により、計画を策定する。 
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 各章の内容 

本計画は第１章から第５章までの各章のほか、数値目標、資料編から

構成している。 

感染症対策は広域的に行う必要があることから、計画全般について、

都に即した内容としている。ただし、第４章新興感染症発生時の対応につ

いては、新型コロナ対応を踏まえた市独自の取組を盛り込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第４章 新興感染症発生時の対応 主な内容 

第４章は新興感染症発生時の対応として、新型コロナ対応を踏まえた

内容となっている。（各項目の主な内容は下表のとおり） 

また、新型コロナ対応において特に有効であった市独自の取組をコラ

ムとして掲載している。 
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１.（2） 関係機関との連携 5 感染症に係る医療を提供する体制の確保 

｢ＣＯＶＩＤ-19 地域連携ＷＥＢ会議」の開催 

市内発生初期から、市内病院、医師会、八王

子市等の関係機関で情報共有のための Web 会

議を開催。 

当初は医療機関中心だったが、高齢者施設等、

福祉、介護の他、学校も含め対象を拡大して情報

共有を実施。 

当時国内の小中学校が修学旅行中止を決めて

いた中、学校関係者が正確にコロナ対応を理解し

対応した結果、市内ほぼ全ての公立小･中学校の

修学旅行の実施に繋がった。                 

 

 

 

 

 

 

  

  
Web 会議の実際 

地域医療体制支援拠点の設置 

新型コロナをいち早く「災害」と位置付け、災害医療体制を準用

し、「地域医療体制支援拠点」を設置した。 

拠点には、災害医療コーディネーター(医師)、救急救命士（支

援調整アドバイザー）等がほぼ常駐。市内病院の空床情報を連日

確実に共有し、患者の受診や入院を一元的に管理すると共に、本

市独自の「10days ルール」※の概念を浸透させることで病床を効

率的に稼働させ、ひっ迫を防いだ。 

この対応により、市民に必要な医療を確実に提供出来た。    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                          

※発症から 10 日間、かつ症状軽快後 72 時間経過した患者について、 

原則、PCR 検査を実施せず、後方支援施設または高齢者支援施設等へ

転院可能とするルール。 

4 病原体等の検査の実施体制 

PCR外来の開設  

医療機関のひっ迫を防ぐため、PCR 検査に

特化した専門外来を医師会の協力を得て開

設し、発熱患者診療と一般診療をすみ分ける

ことにより、市内の医療崩壊を防ぐことが出来

た。 

  

  

  

  

  

医師会医師による PCR 外来での検査 

地域医療体制支援拠点 
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9 臨時の予防接種 
6 軽症者等への宿泊施設の確保及び

療養環境の整備等 

宿泊療養施設の開設  

東京都の軽症者対象の宿泊療養施設の公募に応

じ、募集開始後わずか 5 日で、都・市・医師会との共

同運営により市内施設を確保し、療養者の受入れを

開始した。 

市内で再度の開設に当たっては、近隣住民説明会

等の地元調整等を積極的に行い、都に協力し施設開

設を実現させた。 

都･市･医師会による共同運営 

新型コロナワクチンの特例臨時接種の実施 

迅速に市民への接種を始めるため、市役所ロビーや小学校等での「集団接種方式」によ

り、全国で最も早く高齢者等へのワクチン接種を開始し、初日には当時の総理大臣が視察に

訪れる程であった。また、高齢者や障害者等、集団感染(クラスター)や重症化リスクが高い施

設では集団接種により発生リスクの低減に努めた。 

更に、在宅療養者には訪問接種を行い、医療従事者・介護従事者等にも接種を進め、

大学や企業等集団感染リスクが高い事業所には職域接種のノウハウを伝え、クラスター発生

の回避に大きく貢献した。 

小学校での集団接種の様子 

菅義偉総理大臣（当時）による 

市役所本庁舎接種会場視察 
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 数値目標 

感染症法に定められた３項目について、下表のとおり数値目標を設定している。 

 

① 想定業務量に対応する必要人員数 

 流行初期 流行初期以降 

感染発表公表からの時期 １か月 ３か月 ６か月 

想定必要人員数 44人 53人 69人 

 

 

 

② IHEAT※要員の確保数 

  目標値 対応時期 
IHEAT要員の確保数

（IHEAT 研修の受講者数） 10人 平時 

 

③ 将来の感染症発生に備えた対象別研修・訓練の実施回数 

  対象 目標値 対応時期 

研修及び訓練の 

実施回数 

高齢者施設等
※
の職員 1回／年以上 

平時 保健所職員 1回／年以上 
市職員 1回／年以上 

 

※IHEAT：Infectious disease Health Emergency Assistance Team 

健康危機発生時に外部の感染症専門家（医師、保健師、感染管理看護師等）が 

保健所等の業務を支援する仕組み 

※高齢者や障害者等、重症化しやすい対象が入所・入居している施設  
 医療機関は、市（保健所）が実施する訓練とは別に、別途定められた要件等に基づき独自に訓練を実施している。 

※ 業務にかかる時間×件数÷８時間／１日当たりの各業務必要人数を算出 

    （業務委託に係る人員数は除く。） 

   日本公衆衛生協会主催「令和５年度感染症・IHEAT管理者マネジメント研修」より 
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